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〈
論
　
　
説
〉移

民
・
難
民
政
策
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

―
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
分
岐
と
収
斂

小　

川　

有　

美

一　
は
じ
め
に

─
北
欧
の
移
民
・
難
民
政
策
を
ど
う
比
較
す
る
か

二　
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

三　
「
難
民
危
機
」
直
後
の
移
民
・
難
民
政
策
の
比
較

四　
ポ
ス
ト
「
難
民
危
機
」
の
移
民
・
難
民
政
策
の
再
構
成

五　
む
す
び

─
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
へ
の
収
斂
？

一　
は
じ
め
に
─
北
欧
の
移
民
・
難
民
政
策
を
ど
う
比
較
す
る
か

1　
「
北
欧
モ
デ
ル
論
」
を
超
え
て

―
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
の
分
岐

　

北
欧
諸
国
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
福
祉
レ
ジ
ー
ム
論
（Esping-A

ndersen 1990

）
を
は
じ
め
と
し
て
社
会
民
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主
主
義
的
な
政
策
的
共
通
性
が
あ
る
と
の
見
方
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
「
北
欧
モ
デ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
移
民
の
市
民
権
に
つ
い
て
は
、
ジ
ャ
ノ
ス
キ
が
先
進
諸
国
を
四
つ
の
レ
ジ
ー
ム
に
分
類
し
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
一
つ
の
「
北
欧
」
グ
ル
ー
プ
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
ジ
ャ
ノ
ス
キ
は
全
北
欧
諸
国
が
他
の
国
家
グ
ル
ー

プ
と
比
べ
て
相
対
的
に
帰
化
率
が
高
い
と
し
、
そ
の
歴
史
的
要
因
と
し
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
、
人
種
差
別
的
な
国
民
国
家
擁

護
を
克
服
す
る
、
普
遍
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
つ
左
派
政
治
の
勝
利
」
が
あ
る
と
す
る
（Janoski 2010

））
（
（

。

　

た
し
か
に
労
働
移
民
が
停
止
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
初
に
か
け
て
の
人
道
的
な
法
制
を
み
れ
ば
、
北
欧
諸
国
は
「
寛

容
」
な
移
民
・
難
民
政
策
を
並
行
し
て
発
展
さ
せ
た
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
二
一
世
紀
に
入
る
と
「
北
欧
モ
デ
ル
」
の

移
民
・
難
民
政
策
が
み
ら
れ
る
と
い
う
主
張
は
も
は
や
成
り
立
た
な
く
な
る
。
セ
イ
ン
ズ
ベ
リ
は
エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
三
つ

の
福
祉
レ
ジ
ー
ム
（
自
由
主
義
、
保
守
主
義
、
社
会
民
主
主
義
）
の
分
類
を
移
民
政
策
の
比
較
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
が
、
福
祉
レ
ジ
ー

ム
と
移
民
政
策
は
対
応
し
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（Sainsbury 2012: 9-11

）。
同
じ
社
会
民
主
主
義
レ
ジ
ー
ム
の
中

で
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
包
摂
的
な
移
民
政
策
を
維
持
し
て
き
た
の
に
対
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
移
民
関
連
諸
制
度
を

劇
的
に
厳
格
化
し
た
の
だ
っ
た
（Brochm

ann and H
agelund 2012; Stokes-D

uPass 2015

）。

　

デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
の
分
岐
を
説
明
す
る
上
で
注
目
さ
れ
て
き
た
の
は
政
党
要
因
、
と
り
わ
け
「
福

祉
排
外
主
義
」
的
な
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
伸
長
と
中
道
右
派
政
党
へ
の
影
響
で
あ
る
（Rydgren 2004; Green-Pedersen 

and O
dm

alm
 2008; 

小
川 

二
〇
一
八
）。
本
論
文
で
も
こ
の
政
党
要
因
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
一
九
九
五
年
に
結

党
さ
れ
た
デ
ン
マ
ー
ク
国
民
党
は
、
生
粋
国
民
の
福
祉
の
擁
護
と
移
民
排
除
を
訴
え
る
典
型
的
な
「
福
祉
排
外
主
義
」
路
線
を
採
っ

た
。
二
〇
〇
一
年
選
挙
で
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
得
て
第
三
党
と
な
っ
た
同
党
は
中
道
右
派
政
権
に
閣
外
協
力
し
、
事
実
上
の
連
合
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
っ
た
。
一
方
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
「
福
祉
排
外
主
義
」
政
党
の
伸
び
は
遅
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
主
党
が
国
政
に
進
出

し
た
の
は
二
〇
一
〇
年
か
ら
で
あ
る
（
両
国
の
内
閣
と
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
得
票
率
に
つ
い
て
は
表
1
及
び
図
1
を
参
照
）。

283



立教法学　第 110 号（2023）

立教法学110号 _4� 立教法学110号 _4

（3）

　

し
か
し
二
〇
一
〇
年
以
降
を
み
る
な
ら
ば
、

両
国
の
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
勢
力
差
は

縮
小
し
て
い
る
。
ま
た
後
述
の
よ
う
に
、
デ
ン

マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
社
会
民
主
党
の
移

民
・
難
民
政
策
の
指
向
性
は
大
き
く
異
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ

リ
ス
ト
政
党
以
外
の
要
因
の
影
響
を
探
求
す
る

意
味
が
あ
ろ
う
。
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の

は
、
二
〇
一
五
年
の
「
欧
州
難
民
危
機
」
の
衝

撃
に
よ
っ
て
北
欧
を
含
む
欧
州
各
国
が
移
民
・

難
民
政
策
の
修
正
を
迫
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
難
民
危
機
」
以
後
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
の
変
化
に
は

興
味
深
い
違
い
が
み
ら
れ
る
（
た
だ
し
欧
州
中

心
主
義
的
な
「
難
民
危
機
」
と
い
う
呼
び
方
が
正
当

で
あ
る
か
ど
う
か
に
は
批
判
が
あ
り
、
そ
の
問
題
に

つ
い
て
は
久
保
山
（
二
〇
一
七
）・Sigona （2018

）。

　
「
難
民
危
機
」
を
経
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
政

策
が
ど
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

表 1 　21 世紀のデンマークとスウェーデンの政権

a. 原語 Venstre（左派）b. Radikale Venstre（急進左派）c. 2014 年 2 月以降閣外

デンマーク

年 2001-2009 2009-2011 2011-2015 2015-2016 2016-2019 2019-2022 2022-

首相 （フォー）
ラスムスン

（ルッケ）
ラスムスン

トーニング
＝スミット

（ルッケ）
ラスムスン

（ルッケ）
ラスムスン

フレズレク
スン

フレズレク
スン

党派 中道右派 中道右派 中道左派 中道右派 中道右派 中道左派 中道

閣内
政党

自由党 a
保守国民党

自由党 社会民主党
急進自由党
b
社会主義人
民党 c

自由党 自由党
保守国民党
自由同盟

社会民主党 社会民主党
自由党
穏健党

d. 2015 年 11 月より名称自由党
出所　筆者作成

スウェーデン

年 1996-2006 2006-2014 2014-2021 2021-2022 2022-

首相 パーション ラインフェルト ルヴェーン アンデション クリステション

党派 中道左派 中道右派 中道左派 中道左派 中道右派

閣内
政党

社会民主党 穏健党
自由国民党 d
中央党
キリスト教民主党

社会民主党
環境党

社会民主党 穏健党
キリスト教民主党
自由党
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か
、
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
比
較
分
析
す
る
の
に
十
分
で

は
な
い）（
（

。
そ
こ
で
以
下
で
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
の
概
念
を
用
い
て
分
析
を
進
め
た
い
。

2　

 

分
析
の
補
助
線
と
し
て
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ

　

デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
を
比

較
分
析
す
る
た
め
、
本
論
文
で
は
国
際
関
係
論
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
国
家
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
と
も
訳
さ
れ
る
）
の
概
念
を
援
用
す
る
。
い
わ
ゆ
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
は
と
も
に
政
府
間
関
係
よ
り
広
く
他
国
の
市
民
や

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
向
け
て
な
さ
れ
る
対
外
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
指
す
。
そ
の
う
ち
前
者
は
主
に
政

治
・
外
交
目
的
、
後
者
は
経
済
・
国
際
競
争
目
的
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
し
か
し
既
存
研
究
で
も
両
者
は
明
確
に
区
別
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
喜
多 

二
〇
一
八；

吉
田 

二
〇
二

〇
）。

　

ソ
ン
デ
ィ
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
モ
ク
ラ

図 1　デンマークとスウェーデンの急進右翼ポピュリスト政党の
国政議会選挙得票率（％）1998-2022 年

出所　Danmarks Statistik, SCB, ParlGov より筆者作成
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シ
ー
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
一
九
九
〇
年
代
に

は
異
な
る
概
念
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
二
一
世
紀
に
は
一
方

が
他
方
の
部
分
に
な
る
、
一
部
重
複
す
る
、
全
体
が
一
致
す

る
、
と
い
っ
た
多
様
な
と
ら
え
方
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
統
合
と
あ
わ
せ
て
「
専

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

門
化
」
も

進
ん
で
き
た
（Szondi 2008

）。
実
務
家
の
中
で
も
デ
ン
マ
ー

ク
外
務
省
の
担
当
者
は
、
図
2
の
よ
う
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ

プ
ロ
マ
シ
ー
と
古
典
的
外
交
を
含
み
込
ん
で
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ

ラ
ン
ド
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
理
解
を
採
っ
て
い
る
。
本
論
文

で
は
分
析
上
の
必
要
に
即
し
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ

シ
ー
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
概
念
を
区
別
せ

ず
、
広
義
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
と
す
る
。

　

ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な

超
大
国
か
ら
多
く
の
先
進
国
諸
国
（
た
と
え
ば
「
ク
ー
ル
・
ブ
リ

タ
ニ
ア
」）、
途
上
国
ま
で
現
代
世
界
で
広
範
に
み
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
（V

iktorin et al. 2018; Freire 2021

）。
た
だ
し
ブ
ラ

ウ
ニ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
中
小
国
に
と
っ
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ

図 2　デンマーク外務省のパブリック・ディプロマシー
部門担当者（2007-12 年）による概念図

出所　Holm（2020）, p. 66, Figur 1.
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ン
デ
ィ
ン
グ
は
固
有
の
重
要
性
を
も
つ
（Brow

ning 2015: 286-94

）。
権
力
資
源
を
欠
く
中
小
国
に
と
っ
て
「
規
範
的
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
」
を
遵
守
す
る
国
家
イ
メ
ー
ジ
は
生
存
と
安
全
に
資
す
る
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。「
平
和
」、「
環
境
」、「
福
祉
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
北
欧
諸
国
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
東
西
対
立
の
中
で
非
野
心
的

な
主
体
で
あ
る
こ
と
の
表
明
で
も
あ
っ
た）（
（

。
た
だ
し
冷
戦
期
に
は
外
交
的
目
的
の
（
狭
義
の
）
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
が
主

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
競
争
の
中
で
商
業
的
な
（
狭
義
の
）
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
比
重
が
高
ま
っ
て

い
る
。

　

こ
こ
で
無
視
で
き
な
い
論
点
と
な
る
の
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
も
っ
ぱ
ら
「
対
外
宣
伝
」
的
な
ツ
ー
ル
な
の
か
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
間
権
力
政
治
の
道
具
、
あ
る
い
は
逆
に
商
業
的
Ｐ
Ｒ
発
信
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
北
欧
に
つ
い
て
は
、
対
外
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
単
な
る
「
対
外
宣
伝
」
で
は
な
く
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
す
な
わ
ち
国

民
形
成
の
政
治
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ク
レ
ル
ク
ら
は
「
国
内
的
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
想
像
と
対
外
的
な

ネ
イ
シ
ョ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
の
連
繋
」（Clerc and Glover 2015: 6

）、
ラ
ー
シ
ェ
ン
ら
は
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
と
ネ
イ
シ

ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
間
の
精
妙
で
相
互
依
存
的
な
関
係
」（Larsen, M

oss, and Skjelsbæ
k 2021: 

［K
indle

］3-4

）
が
北
欧
諸

国
に
み
ら
れ
る
と
す
る
。

　

国
民
／
他
者
の
包
摂
と
排
除
に
か
か
わ
る
移
民
・
難
民
政
策
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
あ
り
方
を
内
外
に
表
明
す
る
政

策
領
域
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
規
範
的
な
正
統
化
が
重
要
で
あ
り
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
役
割
が
大
き
い
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
以
下
で
は
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
ど
の
よ
う
な

関
係
に
あ
っ
た
か
を
、「
欧
州
難
民
危
機
」
以
前
・
直
後
・
ポ
ス
ト
危
機
・
二
〇
二
二
年
政
権
交
代
後
の
四
局
面
に
分
け
て
考
察
す

る
。
そ
の
際
以
下
の
よ
う
な
軌
跡
を
描
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

①　

移
民
・
難
民
政
策
の
変
化
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
「
共
振
」
す
る
場
合
に
は
、
政
策
変
化
が
正
統
化
さ
れ
、
強
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化
さ
れ
る
。

　

②　

逆
に
移
民
・
難
民
政
策
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
「
不
協
和
」
を
起
こ
す
場
合
に
は
、
政
策
変
化
は
制
約
を
受
け

る
。

　

③　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
移
民
・
難
民
政
策
の
変
化
が
永
続
す
る
場
合
に
は
、「
不
協
和
」
を
解
消
す
る
た
め
に
、
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
方
が
再
構
成
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
注
視
す
べ
き
作
用
と
し
て
、

　

④　

移
民
・
難
民
政
策
の
厳
格
化
を
急
激
に
推
進
す
る
場
合
、
規
範
的
な
国
際
的
評
判
を
あ
え
て
引
き
下
げ
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ネ
イ

シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
る
。

二　
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

1　

デ
ン
マ
ー
ク
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
平
和
維
持
、
途
上
国
援
助
に
貢
献
す
る
「
北
欧
モ
ラ
ル
・
パ
ワ
ー
」
の
一
角
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
を
享
受
し
、
一
九
九
五
年
の
拡
大
ま
で
は
北
欧
で
唯
一
の
Ｅ
Ｃ
／
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
Ｅ
Ｕ
と
北
欧
の
架
橋
役
を

も
自
任
し
て
い
た
（D

harm
aputra 2017; M

ouritzen 1995
））

（
（

。
こ
う
し
た
国
際
主
義
イ
メ
ー
ジ
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
方
向
に
変
化
し
た
。
そ
れ
を
象
徴
し
た
の
が
二
〇
〇
五-

六
年
の
風
刺
画
事
件
で
あ
る
。
二
〇
〇

五
年
一
〇
月
ユ
ラ
ン
ス
・
ポ
ス
テ
ン
紙
に
預
言
者
の
風
刺
画
が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
が
抗
議
し
、
ア
ラ
ブ
一
一
カ
国

の
大
使
が
（
フ
ォ
ー
）
ラ
ス
ム
ス
ン
首
相
に
面
会
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
首
相
は
政
府
の
不
介
入
を
明
言
し
て
面
会
を
拒
絶
し
た
。

こ
れ
に
反
発
し
た
海
外
の
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
諸
国
で
デ
モ
や
暴
動
が
多
発
し
、
在
外
公
館
が
焼
き
討
ち
さ
れ
多
数
の
死
者
が
出
た
。
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デ
ン
マ
ー
ク
で
は
酪
製
品
を
中
心
と
す
る
輸
出
産
業
が
損
失
を
被
り
、
経
済
界
か
ら
は
文
化
摩
擦
を
憂
慮
す
る
意
見
も
発
せ
ら
れ
た

が
、
ラ
ス
ム
ス
ン
首
相
は
譲
歩
姿
勢
を
示
さ
ず
、
代
わ
り
に
「
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
が
寄
っ
て
立
つ
価
値
を
誇
る
」、「
デ
ン
マ
ー
ク
が
何

で
あ
る
か
明
確
に
す
る
」
こ
と
を
通
じ
て
デ
ン
マ
ー
ク
の
海
外
市
場
を
確
保
す
る
こ
と
を
指
示
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
経
済
、
外
務
、

科
学
技
術
、
教
育
、
文
化
の
各
省
が
協
働
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
戦
略
が
採
ら
れ
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
「
デ
ン
マ
ー

ク
・
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
が
策
定
さ
れ
た
（M

ordhorst 2015

）。
外
務
省
で
は
上
述
の
よ
う
に

広
義
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー
を
担
当
す
る
部
署
が
設
け
ら
れ
、D

enm
ark. dk

と
い
う
政
府
公
式
サ
イ
ト
が
開
設
さ
れ

た
。

　

D
enm

ark. dk

が
発
信
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
ブ
ラ
ン
ド
・
イ
メ
ー
ジ
の
三
つ
の
要
素
は
、
福
祉
国
家
、
社
会
的
信
頼
、
共
同
体
で

あ
り
、
こ
の
三
つ
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
文
化
と
歴
史
に
深
く
根
差
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
現
在
の
最
新
の
サ
イ
ト
で
も
「
デ
ン
マ

ー
ク
に
は
非
常
に
高
水
準
の
社
会
的
信
頼
が
あ
り
ま
す
。
人
々
は
互
い
を
信
頼
し
、
政
府
、
王
室
、
病
院
、
警
察
の
よ
う
な
諸
制
度
を

信
頼
し
ま
す
。
信
頼
は
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
重
要
な
部
分
で
も
あ
り
ま
す
。
人
は
そ
う
で
な
い
と
立
証
さ
れ
な
い
限
り
は
誠
実
で
あ
る
と

信
じ
ら
れ
ま
す
」（M

inistry of Foreign A
ffairs of D

enm
ark n.d.

）
と
、
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
の
信
頼
の
高
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
福
祉
国
家
と
経
済
的
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
発
信
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
も
共
通
す
る
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
が
打
ち
出
し
て
き
た
多
文
化
主
義
の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
（Jezierska and T

ow
ns 2021: 42-44

）。
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
高
信
頼
社
会
を
強
調
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
厳
格
化
さ
れ
た
移
民
・
難

民
政
策
と
「
共
振
」
し
、
そ
の
正
統
化
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
政
権
の
下
で
デ
ン
マ
ー
ク
の
移
民
・
難
民
政
策
は
、
家

族
呼
び
寄
せ
、
移
民
向
け
給
付
、
就
労
要
件
、
市
民
権
・
永
住
権
取
得
の
た
め
の
市
民
テ
ス
ト
、（
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
も
合
格
困
難
と
い
わ

れ
る
）
語
学
テ
ス
ト
を
は
じ
め
と
し
て
全
面
的
に
厳
格
化
さ
れ
た
。
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2　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
は
「
国
内
的
な
福
祉
と
国
際
的
な
福
祉
義
務
の
共
通
の
枠
組
み
（co-constitution

）」
が
あ
る
と
べ
ー
リ
マ
ン
は

考
察
し
て
い
る
（Bergm

an 2007

）。
そ
の
よ
う
に
遠
い
他
者
と
福
祉
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
規
範
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
対
外
政
策

と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
リ
ー
ダ
ー
が
「
連
帯
に
国
境

は
な
い
」
と
語
っ
た
パ
ル
メ
元
首
相
（
在
任
一
九
六
九-

七
六
年
、
一
九
八
二-

八
六
年
）
で
あ
っ
た
。

　

東
西
冷
戦
後
の
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
は
、
外
交
・
経
済
・
広
報
部
門
を
横
断
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
「
専
門

化
」
が
進
め
ら
れ
た
。
一
九
九
八
年
に
外
務
省
の
外
局
と
な
っ
た
Ｓ
Ｉ
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
協
会Svenska Institutet

）
は
「
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
・
イ
メ
ー
ジ
（Sverigebilden

）」
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
推
し
進
め
、
二
〇
一
〇
年
代
前
半
に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
ィ
プ
ロ
マ
シ
ー

の
専
門
部
局
と
し
て
外
務
省
に
Ｕ
Ｄ-
Ｋ
Ｏ
Ｍ
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
打
ち
出
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
自
由

で
開
か
れ
た
社
会
で
あ
る
ゆ
え
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
や
共
創
が
促
進
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
開
か
れ
た
社

会
」
と
名
乗
る
こ
と
は
、
投
資
や
観
光
、
人
材
誘
致
に
有
利
な
イ
メ
ー
ジ
伝
達
で
あ
る
と
同
時
に
、
庇
護
希
望
者
に
対
し
て
も
開
か
れ

て
い
る
、
と
い
う
対
外
的
規
範
も
含
意
し
て
い
た
（Pam

m
ent, O

lofsson, and H
jorth-Jenssen 2017

）。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
図
3
の
よ

う
に
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
中
で
人
口
比
で
は
最
大
規
模
の
庇
護
申
請
者
を
受
け
付
け
た
が
、
そ
こ
で
は
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
い
う
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
移
民
・
難
民
政
策
が
「
共
振
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

三　
「
難
民
危
機
」
直
後
の
移
民
・
難
民
政
策
の
比
較

1　

デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
政
策
変
化

　

で
は
「
欧
州
難
民
危
機
」
に
直
面
し
、
両
国
の
移
民
・
難
民
政
策
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
表
2
は
「
難
民
危
機
」
を
挟
ん

276



移民・難民政策とネイション・ブランディング（小川有美）

立教法学110号 _4� 立教法学110号 _4

（10）

だ
二
〇
一
五
年
と
二
〇
一
七
年
の
永
住
権
制
度
を
比
較
し
た

も
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
永
住
権
取
得
に
必
要
な
居

住
歴
が
五
年
か
ら
八
な
い
し
四
年
に
延
長
さ
れ
、
様
々
な
コ

ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
強
め
ら
れ
た
。
一
方
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
、
従
来
認
定
さ
れ
た
難
民
に
は
直
ち
に
永
住
権
が
与

え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
三
年
の
在
留
許
可
の
後
に
永
住

権
が
取
得
で
き
る
形
と
さ
れ
た
。
ま
た
家
族
呼
び
寄
せ
に
つ

い
て
三
年
の
制
限
期
間
が
設
け
ら
れ
た
。

　

両
国
の
政
策
変
化
を
み
る
と
い
ず
れ
に
も
移
民
・
難
民
受

け
入
れ
の
制
限
強
化
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
の
相
違
点
は
小
さ
く
な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
政
策

変
更
を
三
年
間
限
定
の
時
限
的
な
も
の
と
表
明
し
た
。
ま
た

従
来
通
り
、
語
学
テ
ス
ト
、
市
民
テ
ス
ト
を
導
入
し
な
か
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
難
民
の
携
行
財
産

の
検
査
と
押
収
を
認
め
る
い
わ
ゆ
る
「
宝
石
法
」
を
導
入
し

た
た
め
、
世
界
的
英
語
メ
デ
ィ
ア
で
ナ
チ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人

か
ら
の
没
収
を
想
起
さ
せ
る
と
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
報

道
を
浴
び
た
（W

ashington Post 2015; CN
N

 2016; 

Independent 2016

）。
こ
の
「
宝
石
法
」
は
実
質
的
と
い
う

図 3　人口千人当たりの庇護申請者数 2006-2017 年

出所　Henrekson and Sanandaji（2020）, ［Kindle］p. 98, Fig. 4.1.
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よ
り
示
威
的
な
法
案
で
あ
っ
た
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
は

政
策
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
え

よ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
、
庇
護

希
望
者
の
主
な
通
過
地
点
に
あ
る
中
東
諸
国
の
新
聞
に
庇

護
制
度
の
厳
格
化
を
周
知
さ
せ
る
広
告
を
掲
載
し
た
の
で

あ
っ
た
（Gam

m
eltoft-H

ansen 2017: 108

）。

2　
「
難
民
危
機
」
直
後
の
デ
ン
マ
ー
ク

　

こ
の
「
難
民
危
機
」
直
後
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
政
策
は
、

「
庇
護
申
請
自
体
を
阻
止
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
庇
護
制

度
と
難
民
保
護
の
条
件
が
極
力
魅
力
的
で
な
く
映
る
よ
う

に
間
接
的
抑
止
政
策
が
設
計
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
他
国
に

庇
護
希
望
者
を
押
し
返
す
「
近
隣
窮
乏
化
」
を
も
た
ら

す
」
も
の
で
あ
っ
た
と
ガ
ン
メ
ル
ト
フ
ト-

ハ
ン
セ
ン
は

い
う
。
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
こ
う
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ

イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
あ
え
て
行
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
（Ibid.: 99

）。

　

移
民
・
難
民
抑
止
政
策
と
そ
れ
を
周
知
さ
せ
る
ネ
ガ
テ

ィ
ヴ
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
踏
み
切
っ
た

表 2　「難民危機」前後の永住権取得要件の変更

＊　雇用された難民の場合短縮措置あり。また国際機関の第三者定住プログラムにしたが
った「クオータ難民」については従来通り。

＊＊　デンマークの統合要件　（1）市民テスト合格または 1 年間ボランティア、（2）2 年
間 27 万クローネ超の収入、（3）4.5 年で 4 年のフルタイム雇用、（4）A3 レベル語学テ
スト合格

出所　Hernes（2018）, p. 1316, Table 2. （ノルウェー部分省略）

スウェーデン デンマーク

2015 2017 2015 2017

在留期間 庇護認定後
直ちに永住権

3 年間＊ 5 年間 4 条件中 2 条件満た
し 8 年間、または 4
条件満たし 4 年間＊＊

語学テスト なし なし A1 レベル合格 A2 レベル合格

市民テスト なし なし なし 4 条件の 1 つ＊＊

雇用又は教育 なし 被雇用者優先 3-5 年のパート雇用
又は教育

4 年で 3.5 年のフル
タイム雇用

自活 なし なし 直近 3 年 直近 4 年

その他 なし なし 統合に積極的な難民
への例外措置

例外措置廃止
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の
は
、
二
〇
一
五
年
六
月
選
挙
で
政
権
に
復
帰
し
た
中
道
右
派
の
（
ル
ッ
ケ
）
ラ
ス
ム
ス
ン
内
閣
で
あ
っ
た
。
同
内
閣
が
一
一
月
一
三

日
に
発
表
し
た
庇
護
関
連
政
策
包
括
提
案
（A

sylpakke

）（Regeringen

（D
anm

ark

）2015

）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
多
数
の
難
民
が
来
て
い
る
。
そ
れ
が
デ
ン
マ
ー
ク
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
国
に
圧
力
と
な
り
、
そ
の
圧
力
は
日
々
高
ま
っ
て
い
る
。

我
々
は
責
任
を
引
き
受
け
る
が
、
わ
が
国
自
身
の
凝
集
力
を
脅
か
す
程
多
数
の
難
民
は
受
け
入
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
数
は
統
合
の
成

否
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
良
き
安
全
な
社
会
の
保
持
の
成
否
に
か
か
わ
る
か
ら
だ
。
政
府
は
長
年
、
庇
護
分
野
の
諸
条
件
が

ど
の
程
度
デ
ン
マ
ー
ク
へ
の
申
請
が
魅
力
的
で
あ
る
か
に
か
か
わ
る
、
と
考
え
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
ま
ず
新
た
に
水
準
を
引
き

下
げ
た
統
合
給
付
を
導
入
し
た
。
そ
こ
で
政
府
は
こ
の
度
、
庇
護
条
件
と
入
国
を
さ
ら
に
制
限
す
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
が
入
国
難
民
・
移

民
の
顕
著
な
増
大
を
み
る
な
ら
ば
、
警
察
の
外
国
人
入
国
・
滞
在
の
管
理
、
な
ら
び
に
社
会
の
平
穏
と
秩
序
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
。

庇
護
申
請
の
理
由
を
含
む
庇
護
希
望
者
等
の
効
率
的
な
登
録
の
確
保
が
急
務
と
な
り
う
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
他
国
で
み
ら
れ
る
よ
う

な
カ
オ
ス
状
況
を
デ
ン
マ
ー
ク
が
経
験
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」。

　

こ
の
政
策
文
書
は
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
と
「
共
振
」
す
る
公
的
な
言
説
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

3　
「
難
民
危
機
」
直
後
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　
「
難
民
危
機
」
の
始
ま
っ
た
二
〇
一
五
年
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
難
民
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
人
道
的
姿

勢
を
変
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
一
月
二
四
日
に
ル
ヴ
ェ
ー
ン
内
閣
は
直
前
二
ヶ
月
間
で
八
万
人
に
上
る
庇
護
希
望
者
が
殺
到
し
自
治

体
、
学
校
、
社
会
保
障
の
対
応
が
限
界
を
来
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
、
次
の
よ
う
に
政
策
転
換
を
発
表
し
た
。「
そ
れ
ゆ
え
政
府
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
難
民
受
け
入
れ
に
息
を
つ
く
場
を
設
け
る
た
め
に
諸
措
置
を
提
案
す
る
。
必
要
な
の
は
庇
護
申
請
し
滞
在
許
可
を
与
え

ら
れ
る
人
数
の
急
減
で
あ
る
。
よ
っ
て
政
府
は
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
へ
の
庇
護
希
望
者
が
増
え
る
よ
う
、
庇
護
ル
ー
ル
を
一
定
期
間
Ｅ
Ｕ

の
最
低
基
準
に
合
わ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
」。
た
だ
し
そ
こ
で
は
「
政
府
の
提
案
す
る
諸
措
置
は
緊
急
事
態
に
お
い
て
必
要
な
も
の
で
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あ
る
が
、
そ
れ
自
体
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
時
限
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
て
い
る
（Statsrådsberedningen 2015

）。

　

こ
の
文
書
発
表
と
と
も
に
行
わ
れ
た
ル
ヴ
ェ
ー
ン
首
相
と
ロ
ム
ソ
ン
副
首
相
兼
環
境
相
に
よ
る
記
者
会
見
は
、
後
者
の
目
に
浮
か
ん

だ
涙
と
と
も
に
異
例
な
印
象
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。
ル
ヴ
ェ
ー
ン
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
国
際
的
庇
護
権
を
守
る
努
力
を
し
て
い
る

も
の
の
持
続
不
可
能
な
状
況
で
あ
り
、
一
時
的
に
難
民
受
け
入
れ
に
「
息
を
つ
く
」
た
め
の
非
常
措
置
に
合
意
し
た
、
と
や
む
を
え
ぬ

事
情
を
説
明
し
、「
今
日
の
現
実
で
は
シ
リ
ア
周
辺
諸
国
や
他
の
多
く
の
国
々
に
大
き
な
危
機
が
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
よ
り
も
多

く
の
難
民
が
世
界
に
生
じ
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
我
々
の
期
待
す
る
共
同
責
任
分
担
に
失
敗
し
て
い
る
」
と
し
て
、
欧
州
全
体
の

国
際
的
責
任
を
訴
え
た
（Fritjofsson 2016: 17-20

）。

　

デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
政
府
の
言
説
の
違
い
は
、「
難
民
危
機
」
を
め
ぐ
る
国
内
の
新
聞
論
調
の
違
い
に
も
反
映

さ
れ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
主
要
紙
は
シ
リ
ア
難
民
を
国
際
的
人
道
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
多
国
間
の
責
任
分
担
を
訴
え
た
が
、
デ

ン
マ
ー
ク
の
新
聞
で
は
主
に
自
国
へ
の
波
及
を
い
か
に
最
小
限
に
と
ど
め
る
か
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
危
機
意
識
が
先
に
立
っ
て
い
た

（H
agelund 2020: 11

）。

　

こ
の
時
期
海
外
の
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
や
政
治
家
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
リ
ベ
ラ
ル
な
移
民
・
難
民
政
策
ゆ
え
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
侵
略

さ
れ
た
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
印
象
を
ふ
り
ま
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
偏
向
報
道
や
虚
偽
情
報
の
も
た
ら
す
「
イ
メ

ー
ジ
危
機
」
へ
の
対
応
を
必
要
と
し
た
。
た
だ
し
当
初
は
一
方
で
「
開
か
れ
た
社
会
」
を
引
き
続
き
強
調
す
る
Ｓ
Ｉ
広
報
と
他
方
で
送

還
措
置
に
関
す
る
内
務
省
発
表
が
重
な
っ
て
行
わ
れ
る
な
ど
対
外
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
混
乱
し
た
た
め
、
外
務
省
は
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を

設
置
し
て
「
ハ
ー
ド
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
「
ソ
フ
ト
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
調
整
を
図
り
、
ウ
ェ
ブ
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
、
大
使
館

を
通
じ
て
提
供
す
る
情
報
の
統
合
に
努
め
た
（Pam

m
ent, O

lofsson, and H
jorth-Jenssen 2017: 335-36

）。

　

以
上
を
整
理
す
る
と
、「
難
民
危
機
」
に
直
面
し
、
両
国
と
も
難
民
流
入
を
抑
制
す
る
政
策
変
更
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
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は
共
通
す
る
。
し
か
し
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
は
政
策
の
効
果
を
確
保
す
る
た
め
に
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン

グ
」（
悪
評
）
を
打
ち
出
す
こ
と
を
辞
さ
な
か
っ
た
。
一
方
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
は
「
開
か
れ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
崩

す
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と
時
限
性
を
強
調
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
こ
れ
ま
で
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

が
政
策
変
化
を
制
約
し
た
と
い
え
る
。

四　
ポ
ス
ト
「
難
民
危
機
」
の
移
民
・
難
民
政
策
の
再
構
成

1　

Ｅ
Ｕ
の
中
の
単
独
行
動
に
向
か
う
デ
ン
マ
ー
ク

　

デ
ン
マ
ー
ク
の
移
民
・
難
民
政
策
の
厳
格
化
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
進
め
た
の
は
中
道
右
派
の
（
ル

ッ
ケ
）
ラ
ス
ム
ス
ン
内
閣
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
九
年
選
挙
で
政
権
は
社
会
民
主
党
の
フ
レ
ズ
レ
ク
ス
ン
首
班
の
内
閣
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
る
。
だ
が
中
道
左
派
で
あ
り
な
が
ら
社
会
民
主
党
は
難
民
抑
止
的
な
政
策
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の

方
向
性
を
変
更
せ
ず
、
む
し
ろ
政
権
復
帰
以
前
か
ら
そ
れ
を
強
化
す
る
政
策
さ
え
打
ち
出
し
て
い
た）（
（

。

　

社
会
民
主
党
の
選
挙
前
の
移
民
・
難
民
政
策
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
『
公
正
か
つ
現
実
的

―
デ
ン
マ
ー
ク
を
結
集
す
る
外
国
人
政
策
』

（
二
〇
一
八
年
）
は
、「
デ
ン
マ
ー
ク
の
社
会
モ
デ
ル
の
前
提
は
高
度
の
平
等
、
最
大
限
多
く
の
者
が
貢
献
す
る
こ
と
、
互
い
に
誇
れ
る

こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
強
い
信
頼
を
有
す
る
の
だ
」
と
、
高
信
頼
の
福
祉
社
会
を
讃
え
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
移
民
・
難
民
に
関
す
る
統

合
の
理
念
を
表
明
す
る
。「
移
民
は
歓
迎
さ
れ
る
。
我
が
国
は
小
国
で
外
か
ら
の
考
え
方
と
活
力
を
必
要
と
す
る
か
ら
だ
。
決
定
的
に

重
要
な
の
は
た
だ
来
る
者
が
社
会
の
一
部
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
自
身
が
そ
う
望
ん
で
働
く
こ
と
、
そ
し
て
我
々
の
社
会

が
統
合
で
き
る
以
上
の
人
数
が
来
な
い
こ
と
で
、
初
め
て
可
能
に
な
る
」。
だ
が
そ
れ
に
対
し
現
実
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
と
同
文
書

は
指
摘
す
る
。「
デ
ン
マ
ー
ク
の
一
部
に
な
る
こ
と
な
く
デ
ン
マ
ー
ク
に
来
る
者
が
多
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
結
束
力
を
弱
め
る
。
多
く
の
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非
西
欧
の
特
に
女
性
の
移
民
は
、
働
き
に
出
な
い
で
家
に
向
か
う
。
そ
れ
は
彼
ら
が
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
に
参
与
す
る
の
が
困
難
で
あ
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
帰
結
を
と
も
な
う
こ
と
を
意
味
す
る
」（Socialdem

okratiet 2018: 11

）。

　

こ
の
移
民
・
難
民
政
策
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
盛
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
社
会
民
主
党
は
政
権
を
回
復
す
る
以
前
か
ら
、

庇
護
審
査
手
続
き
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
に
遠
ざ
け
る
「
外
部
化
」
の
構
想
を
打
ち
出
し
て
い
た
（Ibid.: 14-16

）。
リ
ビ
ア
や
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
な
ど
北
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
協
力
を
求
め
て
受
け
入
れ
セ
ン
タ
ー
を
設
け
る
と
い
う
こ
の
構
想
は
、
地
中
海
の
死
亡
者
を
減
ら
す
国

際
連
帯
だ
と
主
張
さ
れ
た
が
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
並
び
に
Ｅ
Ｕ
や
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
た
だ
し
ル
ワ
ン

ダ
が
候
補
と
し
て
残
っ
た
）（ECRE 2021

）。

　

こ
う
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
の
難
民
政
策
は
Ｅ
Ｕ
と
の
間
で
さ
ら
な
る
亀
裂
を
生
ん
だ
。
政
府
は
ア
サ
ド
政
権
掌
握
下
の
ダ
マ
ス
カ
ス
周

辺
を
帰
還
可
能
地
域
と
位
置
づ
け
、
二
〇
一
九
年
か
ら
在
留
許
可
延
長
の
撤
回
・
不
承
認
を
開
始
し
た
（
こ
の
年
だ
け
で
少
な
く
と
も
四

二
一
人
の
シ
リ
ア
国
籍
者
が
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
等
に
退
避
し
、
二
〇
二
〇
年
の
庇
護
希
望
者
は
過
去
二
〇
年
間

で
最
少
と
な
っ
た
）。
二
〇
二
一
年
六
月
に
は
外
国
人
法
が
改
正
さ
れ
、
庇
護
希
望
者
の
Ｅ
Ｕ
域
外
へ
の
移
送
（
庇
護
審
査
手
続
き
も
現

地
化
）
が
予
定
さ
れ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ル
ヴ
ェ
ー
ン
内
閣
閣
僚
も
務
め
た
Ｅ
Ｕ
の
内
務
担
当
欧
州
委
員
ヨ
ハ
ン
ソ
ン
は
、
庇
護
手

続
き
の
「
外
部
化
」
が
他
国
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
懸
念
を
表
明
し
、
二
〇
二
二
年
一
月
の
欧
州
議
会
市
民
的
自
由
・
司
法
・
内

務
委
員
会
で
は
シ
リ
ア
難
民
の
保
護
中
断
に
対
す
る
厳
し
い
意
見
が
噴
出
し
た
（ECRE 2022

）。

　

た
だ
し
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
以
来
Ｅ
Ｕ
の
司
法
・
内
務
分
野
の
適
用
除
外
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

た
め
共
通
欧
州
庇
護
シ
ス
テ
ム
（
Ｃ
Ｅ
Ａ
Ｓ
）
に
法
的
に
拘
束
さ
れ
な
い
。
欧
州
全
体
の
庇
護
手
続
き
の
原
則
を
定
め
た
ダ
ブ
リ
ン
体

制
が
動
揺
す
る
中
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
単
独
行
動
主
義
的
な
政
策
が
庇
護
の
「
外
部
化
」
要
求
を
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
内
で
誘
発
す
る
こ
と
が

懸
念
さ
れ
て
い
る
（EU

observer 2021

）。
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2　
「
Ｅ
Ｕ
並
み
」
に
向
か
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　

で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
最
も
難
民
に
「
開
か
れ
た
」
国
家
に
復
帰
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
は
「
Ｅ
Ｕ
並
み
」
と
い
う
方
向
へ
再
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
二
〇
一
八
年
九
月
選
挙
後
に
総
議
席

の
三
分
の
一
し
か
有
さ
な
い
少
数
派
内
閣
を
発
足
さ
せ
た
社
会
民
主
党
、
環
境
党
の
与
党
二
党
は
、
政
権
安
定
の
た
め
に
中
央
党
お
よ

び
自
由
党
の
二
党
と
「
一
月
協
定
」
を
結
ん
だ
（Januariavtalet 2019

）。
こ
の
超
党
派
協
定
に
は
市
民
権
取
得
に
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

語
お
よ
び
基
本
的
な
社
会
知
識
」
の
試
験
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、「
福
祉
排
外
主
義
」
的
な

主
張
を
掲
げ
一
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
伸
長
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
主
党
の
脅
威
が
あ
っ
た
。

　

二
〇
二
〇
年
二
月
の
外
交
政
策
演
説
で
リ
ン
デ
外
相
は
、「
近
年
の
紛
争
、
気
候
危
機
、
難
民
流
出
は
我
が
国
の
国
境
か
ら
遠
く
起

こ
っ
て
い
る
が
、
ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
我
々
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
」、「
私
の
確
信
は
、
不
安
定
な
国
際
環
境
に
直
面
し
て
よ

り
協
力
と
連
帯
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
際
問
題
に
は
国
際
的
対
応
が
必
要
で
す
」
と
述
べ
て
国
際
的
共
同
責
任
を
訴
え

た
。
そ
し
て
難
民
政
策
に
つ
い
て
は
、「
Ｅ
Ｕ
が
、
法
的
に
保
障
さ
れ
、
人
道
的
で
、
長
期
持
続
可
能
な
共
通
庇
護
シ
ス
テ
ム
を
獲
得

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
全
て
の
諸
国
が
責
任
を
果
た
す
の
で
す
。
庇
護
の
権
利
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と

主
張
し
た
（Regeringen

（Sverige

）2020

）。
こ
こ
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
国
際
的
な
責
任
を
果
た
す
と
い
う
規
範
を
引
き
続
き
示

し
な
が
ら
、
自
国
が
率
先
し
て
最
大
限
の
「
開
か
れ
た
社
会
」
を
続
け
る
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
共
通
の
庇
護
シ
ス
テ
ム
の
再
建
と
他
国

と
の
共
同
責
任
を
求
め
る
言
説
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
二
〇
二
一
年
一
月
に
公
表
さ
れ
た
国
家
公
式
報
告
Ｓ
Ｏ
Ｕ
に
は
、
一
六
歳
以
上
六
七
歳
未
満
の
外
国
人
（
北
欧
市
民
、
一
部

無
国
籍
者
等
例
外
）
の
市
民
権
取
得
の
条
件
と
し
て
語
学
力
と
社
会
的
知
識
を
測
る
「
市
民
権
テ
ス
ト
」（m

edborgarskapsprovet

）

の
提
案
が
盛
り
込
ま
れ
た
（SO

U
 2021: 2

）。
二
〇
二
一
年
四
月
末
に
は
、
外
国
人
法
の
改
正
案
（Regeringen

（Sverige

）2021

）
が

提
出
さ
れ
る
。
こ
の
法
案
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
政
策
が
長
期
的
に
持
続
可
能
で
あ
り
、
他
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
か
ら
本
質
的
に
逸
脱
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269



立教法学　第 110 号（2023）

立教法学110号 _4� 立教法学110号 _4

（17）

な
い

0

0

、
人
道
的
で
、
法
的
に
保
障
さ
れ
た
、
効
果
的
な
枠
組
み
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
宣
言
し
た
（
傍
点
筆
者
）。
こ
の
法
案
に
よ
り

三
年
の
暫
定
的
在
留
許
可
の
後
に
永
住
権
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
と
な
り
、「
難
民
危
機
」
前
の
諸
政
策
へ
の
復
帰
は
な
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
二
二
年
七
月
に
は
永
住
権
に
関
し
て
も
「
統
合
と
社
会
的
包
摂
を
促
進
し
、
個
人
を
強
め
て
社
会
に
参
画
す

る
機
会
を
増
や
す
」
こ
と
を
目
的
に
、語
学
力
と
社
会
知
識
を
要
件
と
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
と
の
方
針
が
発
表
さ
れ
た
（Regeringen

（Sverige

）2022
）。

　

こ
う
し
て
ポ
ス
ト
「
難
民
危
機
」
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
与
野
党
四
党
の
政
策
協
定
と
「
不
協
和
」
を
起
こ
さ
ぬ
よ
う
ネ
イ
シ
ョ

ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
方
が
再
構
成
さ
れ
、
移
民
・
難
民
政
策
の
修
正
を
正
統
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

3　

二
〇
二
二
年
の
政
権
交
代
後
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　

二
〇
二
二
年
九
月
議
会
選
挙
の
結
果
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
。
全
三
四
九
議
席
中
一
〇
三
議
席
に
と
ど
ま
っ

た
中
道
右
派
の
穏
健
党
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
、
自
由
党
の
三
党
は
第
二
党
で
七
三
議
席
と
な
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
主
党
の
閣
外
協

力
を
仰
ぎ
、
穏
健
党
ク
リ
ス
テ
シ
ョ
ン
首
班
の
中
道
右
派
連
立
内
閣
が
発
足
し
た）（
（

。
組
閣
に
合
わ
せ
て
連
立
三
党
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民

主
党
の
名
で
発
表
さ
れ
た
「
テ
ィ
ー
ド
ゥ
協
定
（T

idöavtalet

）」
は
、
医
療
、
気
候
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
犯
罪
、
教
育
、
経
済
を
含
む

多
分
野
に
わ
た
る
政
策
合
意
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
移
民
・
統
合
政
策
に
本
文
の
約
三
分
の
一
が
割
か
れ
、
そ
こ
に
重
点
が
お
か
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

　
「
テ
ィ
ー
ド
ゥ
協
定
」
は
移
民
・
統
合
政
策
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
」
を
謳
っ
て
い
る
。
そ
の
主
旨
と
し
て
、「
Ｅ
Ｕ
法
や
他
の

法
的
義
務
を
伴
う
国
際
協
定
に
よ
る
義
務
に
従
う
以
上
に
い
か
な
る
点
で
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
よ
り
寛
容
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」、

ま
た
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
長
期
に
わ
た
り
い
る
者
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
的
社
会
（det svenska

）
の
一
部
に
な
る
責
任
を
負
う
」

（T
idöavtalet 2022: 29

）
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
行
政
・
警
察
・
地
方
自
治
の
広
範
な
分
野
に
か
か
わ
る
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
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お
り
、
国
境
や
交
通
機
関
等
に
お
け
る
審
査
の
強
化
、
生
体
認
証
デ
ー
タ
利
用
、
送
還
措
置
の
強
化
、
自
発
的
帰
還
の
促
進
、
安
全
な

出
身
国
の
見
直
し
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
・
セ
ン
タ
ー
を
介
す
る
庇
護
審
査
手
続
き
、「
引
き
寄
せ
要
因
」
と
な
る
育
児
・
住
宅
・
介
護
等

諸
手
当
の
削
減
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（Ibid: 31-37

）。
居
住
者
に
は
「
基
本
的
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
価
値
へ
の
尊
重
を
示
す
義

務
」
が
求
め
ら
れ
、
規
則
違
反
、
犯
罪
集
団
へ
の
関
与
、
売
春
、
虐
待
、
基
本
的
な
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
価
値
に
反
す
る
過
激
団
体
へ
の

参
加
等
の
行
為
が
あ
る
場
合
の
送
還
可
能
性
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
提
案
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
人
権
に
か
か
わ
る

た
め
憲
法
改
正
の
検
討
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
新
政
権
の
移
民
・
難
民
政
策
を
ど
う
み
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
政
策
の
国
際
的
正
統
化
の
基
準
と
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が

Ｅ
Ｕ
法
や
国
際
協
定
上
の
義
務
に
従
う
、
と
い
う
原
則
を
掲
げ
る
こ
と
は
、
政
権
交
代
前
の
社
会
民
主
党
・
環
境
党
の
中
道
左
派
政
権

に
よ
っ
て
す
で
に
軌
道
修
正
済
み
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
継
承
し
つ
つ
、
国
際
的
な
最
低
基
準
以
上
の
「
寛
容
」
を
認
め
な
い
、

と
明
言
し
た
点
で
、
つ
い
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
国
際
主
義
の
意
味
は
実
質
的
に
変
わ
っ
た
。「
テ
ィ
ー
ド
ゥ
協
定
」
の
内
容
は
そ
の
ま

ま
法
的
拘
束
性
を
も
つ
も
の
で
な
く
文
字
通
り
に
施
行
さ
れ
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
が
、
内
外
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
の
政
策
変
更
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
同
協
定
に
対
し
て
は
、
人
権
団
体
等
か
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

を
追
い
つ
め
社
会
の
分
断
を
深
め
る
危
険
が
あ
る
と
の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（FA

RR 2022

）。

　

こ
の
こ
と
は
、
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
の
閣
外
協
力
と
い
う
要
因
が
移
民
・
難
民
政
策
の
変
化
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
い

か
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
政
党
要
因
は
や
は
り
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
同
時
に
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
分
析
の
視
点
か
ら
は
次
の
よ
う
に
考
察
で
き
る
。
政
権
交
代
後
の
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
政
府
は
移
民
・
難
民
政
策
の
厳
格
化
を
全
面
的
に
打
ち
出
す
こ
と
で
、「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
と
な

る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
デ
ン
マ
ー
ク
政
府
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
そ
の
効
果
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
、
と
。

　

ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
政
策
に
及
ぼ
す
効
果
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
例
証
と
し
て
、
二
〇
二
三
年
一
月
、
ス
テ
ー
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ネ
ガ
ー
ド
移
民
相
が
行
っ
た
記
者
会
見
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
記
者
会
見
の
資
料
は
新
政
権
発
足
後
の
実
績
を
列
挙
し
た

上
で
、
次
の
段
階
と
し
て
「
政
府
が
移
民
政
策
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
に
関
す
る
国
際
情
報
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
打
ち
出
す
」
こ
と
を

謳
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
情
報
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し
て
は
「
外
国
政
府
当
局
や
国
外
コ
ン
タ
ク
ト
・
ポ
イ
ン
ト
の
当
局
に
向
け
た
情

報
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」、「
国
外
の
編
集
・
報
道
機
関
に
向
け
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」、「
政
府
か
ら
の
情
報
の
英
訳
増
加
、
政
府
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
情
報
の
拡
充
」、「
外
国
大
使
館
へ
の
情
報
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
な
目
的
は

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
筆
者
）「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
移
民
政
策
に
つ
い
て
知
ら
せ
、
そ
の
結
果
申
請
者
が
少
な
く
な
る
こ
と
」
で
あ
る
と
ス
テ
ー
ネ
ガ
ー
ド
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
記

者
会
見
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
主
党
議
員
団
長
の
ヴ
ィ
ン
ゲ
も
同
席
し
、
移
住
希
望
者
や
密
航
業
者
等
、
人
々
に
対
す
る
情
報
提
供
の

価
値
が
過
小
評
価
さ
れ
て
き
た
と
語
っ
て
い
る
（SV

T
 N

yheter 2023

）。

　

一
方
デ
ン
マ
ー
ク
で
も
二
〇
二
二
年
一
一
月
に
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
社
会
民
主
党
は
二
議
席
増
の
五
〇
議
席
を
獲

得
し
、
社
会
民
主
党
党
首
の
フ
レ
ズ
レ
ク
ス
ン
は
中
道
右
派
の
自
由
党
と
同
党
か
ら
分
党
し
た
穏
健
党
の
二
党
と
の
「
中
道
」
連
立
を

選
択
し
実
質
的
多
数
派
内
閣
を
発
足
さ
せ
た）（
（

。
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
勢
力
は
五
議
席
に
激
減
し
た
デ
ン
マ
ー
ク
国
民
党
と
新
党
デ

ン
マ
ー
ク
民
主
党
、
新
市
民
党
に
分
裂
し
た
。

　

こ
の
「
Ｓ
Ｖ
Ｍ
（
連
立
政
党
の
頭
文
字
）
内
閣
」
は
、
難
民
に
対
す
る
厳
格
な
政
策
を
暫
定
的
に
緩
和
す
る
動
き
を
示
し
て
い
る
。

政
府
は
国
際
的
批
判
を
浴
び
た
シ
リ
ア
難
民
の
庇
護
見
直
し
・
送
還
措
置
に
つ
い
て
女
性
の
一
部
滞
在
延
長
を
認
め
た
ほ
か
、
ル
ワ
ン

ダ
へ
の
難
民
受
付
セ
ン
タ
ー
の
設
置
計
画
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
の
理
解
を
得
る
こ
と
を
期
待
す
る
姿
勢
を
示
し
た
（A

ltinget 2023

）。
庇
護

審
査
手
続
き
の
「
外
部
化
」
を
め
ざ
す
デ
ン
マ
ー
ク
（
及
び
イ
ギ
リ
ス
）
の
構
想
に
Ｅ
Ｕ
が
同
調
す
る
見
込
み
は
低
い
の
で
あ
る
が
、

デ
ン
マ
ー
ク
が
単
独
主
義
的
な
移
民
政
策
を
修
正
し
、
国
際
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
改
善
す
る
方
向
性
を
み
せ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
対
照
的
と
も
い
っ
て
よ
か
っ
た
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
に
は
と
も
に
軌
道
修
正
が
み
ら
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れ
、
同
時
に
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
用
い
方
に
お
い
て
両
国
が
接
近
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

五　
む
す
び
─
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
へ
の
収
斂
？

　

本
論
文
で
取
り
上
げ
た
二
一
世
紀
の
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
関

係
を
最
後
に
要
約
し
て
比
較
し
よ
う
。

　

Ⅰ
．
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
移
民
・
難
民
政
策
は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
厳
格
化
と
「
寛
容
」
に
は
っ
き
り
し
た
分
岐
を
示

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
移
民
・
難
民
政
策
と
「
共
振
」
す
る
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
き
た
。「
難
民
危
機
」
に
対
応

し
て
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
高
信
頼
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
福
祉
社
会
を
移
民
・
難
民
流
入
か
ら
防
衛
す
る
と
い
う
政
策
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
の
「
共
振
」
が
強
ま
り
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
あ
え
て
実
施
さ
れ
た
。

　

Ⅱ
．
こ
れ
に
対
し
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
国
際
的
責
任
が
強
調
さ
れ
て
き

た
た
め
、「
難
民
危
機
」
直
後
の
政
策
変
化
は
制
約
さ
れ
、
時
限
的
な
措
置
だ
と
表
明
さ
れ
た
。

　

Ⅲ
．
し
か
し
ポ
ス
ト
「
難
民
危
機
」
に
な
る
と
政
策
の
恒
常
化
が
不
可
避
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

と
の
「
不
協
和
」
が
生
じ
る
。
そ
の
結
果
「
開
か
れ
た
社
会
」
は
後
景
に
退
け
ら
れ
、
国
際
的
責
任
の
み
が
前
面
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
果
た
す
べ
き
責
任
は
「
Ｅ
Ｕ
並
み
」
と
い
う
言
説
に
再
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

Ⅳ
．
そ
の
後
直
近
の
二
〇
二
二
年
の
議
会
選
挙
の
結
果
、
両
国
で
は
政
権
交
代
が
起
こ
っ
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
新
政
権
は
移
民
・

難
民
政
策
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
」
と
と
も
に
そ
れ
と
「
共
振
」
す
る
「
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
に

踏
み
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
国
の
移
民
・
難
民
政
策
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
は
収
斂
の
傾
向
が
う
か

が
わ
れ
る
。
そ
れ
は
北
欧
の
移
民
・
難
民
を
め
ぐ
る
政
治
の
新
た
な
現
実
で
あ
る
。
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＊　

本
論
文
は
二
〇
二
二
年
度
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
（
龍
谷
大
学
二
〇
二
二
年
一
〇
月
一
日
）
Ｂ
２
「
難
民
危
機
以
降
の
多
文
化
共
生
社

会
：
理
論
と
事
例
」
パ
ネ
ル
で
報
告
し
た
ペ
ー
パ
ー
に
二
〇
二
二
年
末
の
選
挙
後
の
変
化
を
加
筆
し
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
ウ
ク

ラ
イ
ナ
難
民
政
策
に
つ
い
て
は
事
態
が
流
動
的
で
含
め
ら
れ
て
い
な
い
）。
パ
ネ
ル
で
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
津
田
由
美
子
関
西
大
学

教
授
、
質
問
を
寄
せ
て
頂
い
た
諸
会
員
に
謝
意
を
表
し
た
い
。
な
お
本
論
文
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
課
題

19H
01442

、19H
00581

、19H
00585

、20H
00060

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）　

ジ
ャ
ノ
ス
キ
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
移
民
政
策
の
「
逸
脱
」
に
つ
い
て
補
足
的
に
ふ
れ
て
い
る
が
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
比
べ
デ
ン
マ
ー
ク
の
社
会
民
主
主

義
政
党
が
強
く
な
い
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
い
る
だ
け
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
あ
る
時
期
か
ら
著
し
い
厳
格
化
を
進
め
た
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
に
な
っ
て
い
な
い

（Janoski 2020

［K
indle

］: 218

）。

（
2
）　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
そ
れ
ぞ
れ
の
急
進
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
政
党
、
移
民
政
策
に
つ
い
て
は
優
れ
た
各
国
研
究
が
日
本
で
も
次
々
生
み
出
さ
れ
て
い
る

（
吉
武 

二
〇
〇
五；

中
村 

二
〇
〇
九；

清
水
謙 

二
〇
一
三；

二
〇
一
六；

二
〇
一
八；

清
水
由
賀 

二
〇
一
五；

倉
地 

二
〇
一
八；

渡
辺
二
〇
一
六；

二
〇
一
七

ａ；

二
〇
一
七
ｂ；

二
〇
二
三
）。
ま
た
筆
者
自
身
の
別
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
移
民
政
策
比
較
の
こ
れ
ま
で
の
試
み
と
し
て
小
川
（
二
〇
一
五
）、O

gaw
a

（2020

）

が
あ
る
。

（
3
）　

北
欧
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
武
器
輸
出
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
植
民
地
史
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
石
油
開
発
の
よ
う
な
側
面
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
際
善
の
イ
メ
ー
ジ
が
流
通
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（Brow

ning 2015: 293

）。

（
4
）　

北
欧
諸
国
は
し
ば
し
ば
共
通
の
「
北
欧
」
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
各
国
に
と
っ
て
利
点
と
葛
藤
の
面
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
論
文
で

は
詳
し
く
ふ
れ
ら
れ
な
い
がM

arklund

（2022

）
を
参
照
。

（
5
）　

社
会
民
主
党
は
下
野
し
た
二
〇
一
五
年
選
挙
後
の
一
年
間
に
移
民
制
限
的
な
三
七
の
法
案
に
賛
成
し
た
。
そ
れ
は
政
権
を
率
い
る
自
由
党
が
三
六
法
案
に
賛
成
し
て

い
る
の
を
上
回
る
数
で
あ
っ
た
（D

R 2016

）。

（
6
）　

こ
の
間
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
党
政
治
の
変
容
に
つ
い
て
は
渡
辺
（
二
〇
二
三
）
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
社
会
民
主
党
、
環
境
党
、
中
央
党
、
自
由
党
の
妥
協
で

成
立
し
て
い
た
「
一
月
協
定
」
が
二
〇
二
一
年
六
月
の
内
閣
不
信
任
案
議
決
危
機
で
破
綻
し
て
自
由
党
が
中
道
右
派
ブ
ロ
ッ
ク
に
回
帰
し
、
中
道
左
派
政
権
に
対
抗
す

る
中
道
右
派
ブ
ロ
ッ
ク
が
強
ま
っ
た
と
い
う
経
過
が
あ
っ
た
。

（
7
）　

連
立
与
党
は
計
八
九
議
席
で
デ
ン
マ
ー
ク
議
会
は
一
七
九
議
席
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
四
議
席
は
自
治
領
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
と
フ
ェ
ー
ロ
ー
諸
島
の
代
表
に

割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
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デ
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．
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．

清
水
謙
．
二
〇
一
三
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史
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